
１．背景と目的

近年高等教育機関においても発達障害者の支

援の必要性が高まっている。独立行政法人日本

学生支援機構「平成２５年度（２０１３年度）大学、

短期大学及び高等専門学校における障害のある

学生の修学支援に関する実態調査結果報告書」１）

によると、「大学、短期大学及び高等専門学校」

の障害学生数は１３,４４９人、全学生（３,２１３,５１８人）
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Abstract
This paper considers the process that make students who possibly have developmental disability 

understand their characters in support for transition from school or college to vocational life through 
reviews of the evolution of the laws for people with developmental disability in the U.S., the com-
parison the Administration on Intellectual and Developmental Disabilities in the U.S. with the Act 
on Support for Person with Developmental Disabilities in Japan, and supports for transition for people 
with developmental disability in the U.S..　In the U.S., the system of advocacy and IEP which provide 
specific support for transition makes people easy to face their characters with specific cooping ways.　
In Japan, few systems, supports, and countermeasures have arranged to face and understand their 
characters.　It is considered that support for transition and understanding characters is leaded by 
improvement of the support system to recognize their rights, and to make it earlier and more specific 
with keeping supporter’s discretion.
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るための仕組みを考察した。アメリカでは、権利擁護と IEP のような具体的な移行支援の方策を制度づ

けることによって、具体的な対処の方法とともに障害や適性と向き合いやすいようになっている。これ

に対し日本では、適性を理解するための機会と支援、対応策が制度として整っていないことが考えられ

た。支援者の裁量を残しつつ、権利性と早期からの具体的な支援制度を整備することが、移行支援と適

性を理解することへの支援につながると考えられた。
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に占める障害学生の在籍率は０.４２％、そのうち

発達障害（診断書有）の学生は２,３９３人で障害学

生のうち１７.８％とされている。これらの発達障

害のある学生へは「注意事項文書伝達」や「実

技・実習配慮」、「休憩室の確保」、「教室内座席

配慮」等の授業支援のほか、「専門家（臨床心

理士等）による心理療法としてのカウンセリン

グ」、「保護者との連携」、「学習指導（履修方法、

学習方法等）」、「社会的スキル指導（対人関係、

自己管理等）」、「進路就職指導」等授業以外の

支援も行われている。この報告書から、平成２４

年度卒業した発達障害学生卒業後の進路の状況

（平成２５年５月１日まで）を見ると、発達障害

（診断書有）学生では卒業生２５７名のうち６７名が

就職、発達障害（診断書無・配慮有）学生では

卒業生５４９名のうち１６３名が就職とされている。

しかし、障害のある学生全体１,８８１名では９１９名

が就職していることと比べると、発達障害学生

の就職は低い割合である。

こうした中、発達障害のある学生への就職支

援にはとりわけ関心が高まっている。２００９年に

行われた調査２）の自由記述では「発達障害や精

神疾患のある学生を受け入れる企業が少ないこ

と、ご本人や家族がどの程度障害の程度を認識

しているか確認が難しいことで具体的・現実的

な支援に困難を感じる」、「就職しても安心して

社会生活ができるように周囲の理解と支援が継

続される仕組みが必要、と感じている」、「発達

障害のある学生（疑わしい学生を含む）の就職

指導、就職活動の難しさを特に実感している」

等が寄せられた。前出のデータにおいても、「発

達障害（診断書有）学生」と「発達障害（診断

書無・配慮有）学生」の２つの数字があり、「発

達障害（診断書無・配慮有）学生」が「発達障

害（診断書有）学生」よりも多い。担当者の関

心は高いが、有効な対応が見いだせず難しさを

抱えている状況を伺うことができる。

丹治ら３）は発達障害学生の支援事例が報告さ

れた論文を分析し、発達障害学生支援の現状と

今後の課題を明らかにした。それによると就職

支援に関しては、「学修上の支援に比べて、具

体的な支援方法の蓄積が少ない」とされながら

も、「就職課による模擬面接、職場選択の相談、

就職セミナーの実施、職業訓練センターの紹介

等の支援が報告されて」４）おり、「学生が自らの

適性を理解し、主体的に就職活動に取り組める

ように、学内外の支援担当部署・機関との協働

支援体制が必要だと考えられた」５）という。丹治

らは、今後各大学において合理的配慮の提供に

向けての整備が求められるだろうとし、合理的

配慮の決定過程のあり方を「支援の合理性」、

「学内組織の理解」、「配慮決定の協議方法」、「円

滑な連携支援体制」の観点から検討していく必

要があるとまとめている。

高等教育機関における発達障害学生の支援の

背景には２００４年に成立した発達障害者支援法が

あると考えられる。発達障害者支援法ではその

目的において「…学校教育における発達障害者

への支援、発達障害者の就労の支援、発達障害

者支援センターの指定等について定めることに

より、発達障害者の自立及び社会参加に資する

ようその生活全般にわたる支援を図り、もって

その福祉の増進に寄与することを目的とする」

とするほか、第８条（教育）においても「２　

大学及び高等専門学校は、発達障害者の障害の

状態に応じ、適切な教育上の配慮をするものと

する。」とし、ライフステージを通した支援を

進めている。

こうした法律上の後押しや担当者の関心の高

さ、障害者権利条約に見られるような国際的動

向にもかかわらず、発達障害のある学生の実社

会への移行支援は具体的な支援方法には蓄積が

少ない。現状では、支援の必要性や協働、連携

の必要性が指摘され、就職活動のスキルの支援

や「学生が自らの適性を理解し、主体的に就職

活動に取り組めるよう」な支援が行われている。

そこで本論文では、合理的配慮の考え方を 初

に法律に盛り込んだアメリカにおける発達障害

者の移行支援の仕組みを明らかにし、「学生が

自らの適性を理解」するためにどのような仕組
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みとなっているのか検討することを目的とする。

２．方　　　法

国立情報学研究所学術情報ナビゲータ CiNii 

を用い「アメリカ」「発達障害」をキーワード

に検索したところ検索結果は３５件で、教育実践・

教育政策のものが１８件、診断基準に関するもの

１件、心理学４件、行動分析２件が含まれてい

た。そこで、アメリカ合衆国連邦のホームペー

ジ、アメリカの発達障害者の支援等に書かれた

書籍の中での記述にこれらを加え、支援の法制

度を整理し、移行支援がどのように行われてい

るのかを探索した。ただし各州での法制度は含

めないこととした。

３．結　　　果

１）１９６０年代以降の発達障害者支援のための

法制度の発展

１９５０年代、アメリカでは、パール・バックの

『母よ嘆くなかれ』など親による著書がいくつ

も出版され、「親たちは、精神薄弱児が家族の

中にいるということを、恐れずに告白するよう

になった」とされる。１９６０年代には、障害のあ

る子どもたちにとっても家族にとっても入所施

設が 良の道だと伝えられるようになっていた。

そして１９５０年代から１９７０年代にかけて多数の公

立精神薄弱者施設が建設、修復・増築されてい

く６）。

ジョン・Ｆ・ケネディ大統領は１９６１年１０月精

神遅滞に関する大統領パネルを組織した。この

パネルは「合衆国において発達障害のある人々

は、学校や地域活動など公的生活や私的生活の

多くの活動範囲において排除に直面している」

という状況と、財源不足がひどいために設備も

貧弱な州立の施設が多く、組織的な虐待やネグ

レクトが問題になっていることを明らかにした。

これを受けてケネディ大統領は知的障害者を対

象とする法案を議会に送り、１９６３年これらの勧

告から「精神遅滞者施設及び地域精神衛生セン

ター建設法」が成立し、１９６４年から６８年にかけ

て多額の予算が計上され、増加する入所希望者

への対応のための施設の新設に支出された。１９６７

年に議会はサービスを知的障害に関連する分野

にまで広げ、それらへの資金が増大した。１９７０

年に「精神遅滞者施設及び地域精神衛生センター

建設法」は、「発達障害者サービス及び施設建

設法」に改正され、「発達障害」という語が法

に用いられた。この用語には、精神遅滞だけで

なく、脳性まひ、てんかん、１８歳以前に発現し

たその他の神経学的状態のある者が含まれるこ

ととなった７）。

１９６７年頃には入所施設は改善されていくだろ

うと考えられていたとみられる。が、実際には

かなりひどい状況であったようである。デンマー

ク精神遅滞福祉局長であったバンク・ミケルセ

ンは、当時のカリフォルニア州の精神遅滞者の

ための大規模施設を訪問した際に、「私は、わ

が目を疑いました。１２か国以上もの国々を訪れ、

施設を見学してきましたが、他の国のどんな施

設よりもひどい状態でした。私たちの国では、

牛でさえあのような扱いを受けることは許され

ないでしょう。」と報道記者に語ったとされて

いる８）。施設内の非人間的な生活状況がテレビ

や雑誌で取り上げられ、入所施設に対して批判

的な見方も高まっていった。

ケネディ大統領の次の大統領となったジョン

ソン大統領は、１９６４年「貧困との戦い」を唱え、

「経済機会均等法」が制定される。この一部と

して実施されたヘッドスタート計画と初等・中

等教育法（ESEA）によって、障害のある子ど

もたちが地域の中で教育を受け生活をする道が

少しずつ整っていく。ヘッドスタート計画は、

「社会の各グループ間の経済的差異に基づく能

力差を解消する」ための教育補償政策であった

が、これは「教育の機会均等を実質化するため

の精力的な努力」でもあった。また、初等・中

等教育法は、低所得の家庭が集中している地域

の子どもたちに十分な教育機会をもたらすこと

を意図するもので、障害児のことは特別には言

及していなかった。が、上院と保健・教育・福
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祉省との話し合いの結果、障害児も有資格者と

して含まれることとなった。これにより障害児

教育に連邦政府の財政支出が認められることに

なっていく９）。１９６６年には連邦教育局内に障害

者課が設けられ、１９６０年代後半にかけて障害児

の研究とデモンストレーションの支援や、障害

のある子どもたちの教育に関連した諸活動、就

学前教育などに連邦から財政上の援助が行われ

た。さらに１９７０年代にかけて、公教育の保障を

求める訴訟が展開され、重度の子どもを含むす

べての障害児への公教育への法的権利が承認さ

れていった１０）。

１９７５年、「発達障害者支援及び権利法」、「全

障害児教育法」が制定される。

１９７５年の「発達障害者支援及び権利法」では、

発達障害とは、「１８歳未満で発現し、無期限に

継続すると予測され、実質的な社会的不利を構

成するする特別な状態（例えば、脳性まひ、て

んかん、自閉症及びディスレクシア）を含む」

と定義された。そして発達障害のある人が適切

な治療、サービス、そして も少ない制限の中

で発達上の可能性を 大にするハビリテーショ

ンを受ける権利を持っていることが明記された。

この法律では、公的基金は発達障害のある人に

対し、 低水準の栄養価のある食事や歯科を含

む医療サービス、身体拘束の禁止、親族を訪問

する権利を提供し、火事やその他の安全におい

て承諾できないような、いかなる居住プログラ

ムも提供されるべきではないことも明記された。

１９７８年には、障害の始まりが２２歳に引き上げ

られ、特別な状態をリストにあげる方法がもっ

と一般的な方法に変更された。それにより発達

障害は、「身体的または精神的な機能障害に帰

する、重度で慢性的な能力障害で、おそらく無

期限に続くであろうもの」で、主要な生活活動

の３つ以上の領域で実質的な機能の制限が結果

として起こるものと機能的に定義された。現在

では、個人の重度で慢性的な能力障害で、

�� 　精神的または身体的な機能障害または精

神的かつ身体的な機能障害の重複によるもの

�� 　個人が２２歳に達する前に明言したもの

�� 　無期限に続くであろうもの 

�� 　以下にあげる主要な生活活動の領域にお

ける３つ以上の実質的な機能の制限が結果

として起きているもの

　�Ⅰ セルフケア、�Ⅱ 言語の聞き取りと表現、

�Ⅲ 学習、�Ⅳ 移動、�Ⅴ 自己決定、�Ⅵ 自立生活の

能力、�Ⅶ 経済的自給自足

�� 　特別なまたは学際的または一般的なサー

ビスや、個別化されたサポート、あるいは

生涯にわたるまたは一定の期間について個

別に計画され調整されたその他の援助形態

の複合や連続のために個人のニーズがもた

らされるもの

と定義されている。２０００年には、０
　

 歳から９歳

までの子どもでは上記の３つ以上を満たしてい

なくても、サービスや支援がなければ将来これ

らを満たす可能性が高い場合、申請できること

とされた。１９７８年には４つの優先領域が定めら

れ、それはケースマネジメントサービス、療育

サービス、代替的な地域生活におけるサービス

の取り合わせ、職業以外の社会的発達的サービ

スであった。

１９８４年の改正では、発達障害のある人へのサー

ビスのゴールは、「可能な限り、地域社会で自

立と生産性、統合（integration）を高めるこ

と」であった。ここでいう自立とは、「人が自

分自身の生活・人生にコントロールと選択を及

ぼす範囲」、生産性とは「収入を伴う仕事に関

わること」、統合とは「通常の地域社会にある

社会資源を使用し、障害のない人々と共に地域

活動に参加し、地域にある家かそれに近い住居

に居住すること」であった。

１９８７年には委員会（State Planning Council）

に、１９９０年までに２つの報告をすることが求め

られた。一つは精神遅滞の視点ではなく発達障

害の視点に基づいた適格性についての見直しと

分析、もう一つは、発達障害のある人にサービ
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スを提供する事業者や自立、生産性、統合につ

いて基準に照らして顧客満足度を見直し分析す

ることであった。ここで議会は、家族と友人や

隣人を含む地域の人々が発達障害のある人々の

生活を向上させるのに中心的役割を担うことが

できることを認めた。

１９８４年に示されたゴールは、１９９０年に「相互

依存、インクルージョン、（生産性を超えて）

貢献の認知」へと前進した。法の目的には、専

門職やパラ専門職、家族、発達障害のある本人

に学際的な訓練と技術的な支援を提供すること

が含まれることとなった。また、公的方針の変

化や地域社会の受け入れを代弁することも含め

られた。

１９９４年には、サービスや支援その他の援助の

提供において、個人の尊厳と個人的な嗜好や文

化的相違の重要性が含められ、提供を受ける発

達障害のある人とその家族がまず第一の決定者

であることが認められた。

２０００年の改正では「提供されるケアは、虐待

やネグレクト、性的及び経済的搾取、法的及び

人権への違反行為がないものであって、発達障

害のある人が一般の人々よりも害を受けるリス

クが高くなるということがないもの」とされ、

この法の下で資金供給されたプログラムの説明

責任を高め、プログラム間の調整と協働を高め

ることが図られた１１）。

一方、ヘッドスタート計画と初等・中等教育

法（ESEA）は、障害児の公教育の権利を確立

させ、１９７５年の「全障害児教育法」制定へとつ

ながった。しかし１９８０年代のアメリカ教育は大

きな問題を抱えていた１２）という。その一つは大

量の学業不振児の存在であった。低所得の家庭

の子どもたちへの教育補償をきっかけに成立し

ていった障害児教育であったが、学業不振児の

存在が示され、それは教育システムの二重性を

示すこととなっていた。特殊教育と通常教育が

対立しないための教育のあり方が、「障害名を

つけずに権利の保障を」という考え方であり、

インクルージョンであった。「全障害児教育法」

は、１９９０年に改正されて「個別障害者教育法

（IDEA）」となる。IDEA によって障害のある

子どもは公立学校で特別教育やそれに関連する

サービスを受けることができる。IDEA では

「障害のある子ども」を定義しており、これは

各州が障害を定義し、特別教育法のもとで無料

で適切な公教育を受ける適格性を決めるための

指針となっている。IDEA の「障害のある子ど

も」の障害には自閉症、発達の遅れ、知的障害

など１４のものがあり、「子供の教育の成果が障

害のために逆方向の影響を受けている（Adversely 

Affects）に相違ないもの」とされている。この

語は通常教育から落ちこぼれて特別教育や関連

サービスを受けるのではなく、コースや学年か

ら落ちることなく保留し学年から次の学年に進

むとしても、連邦は無料で適切な公教育をしな

くてはならないとされている１３）。IDEA では、

個別教育プログラム（IEP）が作成されること

になっている。IEP は年に１度以上見直しがさ

れる個別の教育プログラムである。IEP では、

１６歳になるとき 初に適用される IEP に移行支

援サービスを含めることになっている。移行支

援サービスとは学校卒業後の生活の準備をする

もので、大学と継続教育、職業教育、援助付き

の雇用、自立生活と社会参加、継続教育のため

に準備する教科のコースと専門コースが含まれ

ている。IDEA による教育支援を受ける資格は、

普通教育の卒業証書を得て高校を卒業したり、

特別教育を受ける年齢を終えたりした場合に終

了する１４）。

これらのことより、発達障害者の支援制度は、

社会の中での知的障害のある人の入所施設のあ

り様と深く関連しながら発展してきたと考えら

れる。入所施設が支持されていれば、地域社会

での支援制度の整備は進まない。地域社会での

支援制度の整備の背景には公教育の保障があっ

た。アメリカの場合１９６０年代、入所施設への期

待と失望が混在していた時代状況があったとこ

ろに、公教育としての障害児教育が始まり、や

がてそれが教育権として承認されていった。１９７０
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年代後半から、発達障害のある人の権利が確認

され、地域生活のためのサービスが進められて

いく。「自立、生産性、統合」をゴールとして

いた地域生活のためのサービスのゴールは、「相

互依存、インクルージョン、貢献の認知」へ進

化し、家族や地域の友人たちの役割が認知され、

サービスは本人や家族に決定権があることも確

認されていく。地域で学校に通いながら障害の

ある子どもが育っていくことに支援があり、そ

の成長と卒業後の移行について個別に計画が立

てられる。地域社会の中で育つことができ、地

域社会の中に卒業後の出口があることが脱施設

化の基本であったことが確認できる。

２）発達障害者支援及び権利法

２０００年改正の発達障害者支援及び権利法の目

的は、発達障害のある個人と家族が必要な地域

サービス、個別支援、自己決定、自立、生産性、

及び地域生活のすべての面における統合とイン

クルージョンを進めるその他の形の援助にアク

セスし、またそれらのデザインへの参加を確保

することである。

機関には「連邦発達障害委員会（SCDD）」、

「発達障害者の教育・研究・サービスの卓越の

ための大学センター（UCEDDs）」、「保護及び

権利擁護組織（Ｐ＆As）」がある。それぞれ異

なる権限を持っているが、相補的に協働する。

知的障害及び発達障害に関わる行政部は、連邦

機関である保健福祉省地域生活部におかれ、各

機関やプログラムに資金を配分している。

連邦発達障害委員会は、当初は発達障害のあ

る人へのサービスが、 も少ない制約環境のも

とで提供されるよう調整し統合するために設置

された。政府の資金は、建物や施設改修に優先

的に提供されるよりも幅広いサービスに振り向

けるべきという議論に応えるものでもあった。

１９７５年に発達障害委員会の活動領域は見直され、

権利擁護と各州の脱施設化計画を準備してほし

いとの要求が含まれることとなった。やがて委

員会は活動の焦点をサービス提供やデモンスト

レーションから政策変更へと移していった。

現在、委員会の目的は、権利擁護、能力の確

立、サービス等を組織的に変えていく活動とさ

れている。コンシューマーとその家族を中心に

おくサービスやコンシューマーとその家族に直

接行われるサービス、包括的な地域サービスシ

ステム、個別化された支援、発達障害のある人

やその家族の自己決定を進めるその他の支援な

ど、様々な形で行われる支援の調整に貢献し、

組織的に変革していくことが目的の一つとなっ

ている。

この委員会は、委員の少なくとも６０％が発達

障害のある本人かまたは家族で構成されること

とされている。委員の３分の１は発達障害のあ

る本人、３
　

 分の１は発達障害のある子どもの親

または後見人、または自分自身の権利擁護をす

ることができない発達障害のある成人の直接の

親戚または後見人、３
　

 分の１は上記の分類のい

ずれかでなくてはならないとされる。

発達障害者の教育・研究・サービスの卓越の

ための大学センターは、１９６３年に設立された大

学加盟機関が発展したものである。当初は医療

サービスや診断、治療プログラム、個人への学

際的な訓練に力を入れていた。１９８０年代後半か

らプログラムの焦点が医療や健康に関わるもの

から広がり、教育やコンシューマー・エンパワ

メント、生産性、自立、インクルージョンが含

まれるようになった。センターの活動の焦点は、

施設を基本としたサービスから地域を基本とし

たサービスへ、そして地域でのインテグレーショ

ンと自己決定へと進んでいった。現行の発達障

害者支援及び権利法におけるセンターの中核的

な機能は、学際的な就学前教育の提供、訓練や

技術支援を含めた地域サービスの提供、調査研

究の実施、情報の普及活動である。

保護及び権利擁護組織は、すべての州・地域

において発達障害のある人の法的権利及び人権

を保護することを目的とする。１９７５年当初は大

規模施設で生活する発達障害のある人を虐待や

ネグレクトから保護することから始められてい
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る。１９８４年に施設で生活する発達障害のある人

の記録へのアクセス権が与えられた。施設への

不満があり法的後見人がついていない場合には、

州が法的後見人となる。権利擁護組織は脱施設

化において重要な役割を果たしてきた。児童や

その保護者が IDEA のもとで適切な教育を受け

るための権利擁護や ADA 法の実施、精神保健

上の課題に挑戦している当事者やその他の障害

者の権利向上にも役割を担い、活動領域はさら

に広がっている。

発達障害者支援及び権利法は、ADA 法や 

IDEA のようには各州に遵守が義務付けられて

いるものではないが、発達障害委員会と保護及

び権利擁護組織の設置は州の義務となっている。

この法で行われている主なプロジェクトには、

ファミリー・サポート・プログラム、国家重要

事項プロジェクト、労働への直接支援などがあ

る。

これを日本の発達障害者支援法と比較すると、

表１のようになる。

これらより、発達障害者支援及び権利法では、

権利擁護を重要視し、発達障害のある個人と家

族が必要なサービスを利用し政策決定に参加す

る仕組みとなっていると考えられる。「発達障

害者」は、機能障害とともに結果として起きて

いる実質的な機能の制限とニーズから定義され

ている。

これに対し日本の発達障害者支援法では、生

活全般にわたる支援から福祉の増進に寄与する

ことが目的とされ、発達障害のある個人や家族

の政策決定への参画については含まれていない。

家族については、「保護者の意思ができる限り

尊重されなければならない（第３条３、第５条

４）」、「都道府県及び市町村は…家族に対し、

相談及び助言その他の支援を適切に行うよう努

めなければならない（第１３条）」と理念的な宣
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表１

発達障害者支援法（日本）発達障害者支援及び権利法（U.S.）名称

２００４年。 新改正２０１２年。１９７５年。現行法は２０００年。成立

・発達障害を早期に発見
・発達支援を行うことに関する国及び地方公共団

体の責務を明らかにする
・学校教育における支援、就労の支援など生涯に

わたる支援
・発達障害者支援センターの指定等
・発達障害者の自立及び社会参加に資するようそ

の生活全般にわたる支援を図り、もってその福
祉の増進に寄与する

発達障害のある個人と家族が必要な地域サービス、
個別支援、自己決定、自立、生産性、及び地域生
活におけるすべての面における統合とインクルー
ジョンを進めるその他の形の援助にアクセスし、
またそれらのデザインへの参加を確保すること

目的

「発達障害」
　自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発
達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他こ
れに類する脳機能の障害であってその症状が通常
低年齢において発現するものとして政令で定める
もの

「発達障害者」
　発達障害を有するために日常生活又は社会生活
に制限を受ける者

「発達障害児」
　発達障害者のうち１８歳未満のもの

　個人の重度で慢性的な能力障害で、
�� 　精神的または身体的な機能障害または精神的

および身体的な機能障害の重複によるもの
�� 　個人が２２歳に達する前に明言したもの
�� 　無期限に続くであろうもの
�� 　以下にあげる主要な生活活動領域における３

つ以上の実質的な機能の制限が結果として起き
ているもの
�Ⅰ セルフケア、�Ⅱ 言語の聞き取りと表現、�Ⅲ 学
習、�Ⅳ 移動、�Ⅴ 自己決定、�Ⅵ 自立生活の能力、
�Ⅶ 経済的自給自足
�� 　特殊なまたは学際的または一般的なサービス

や、個別化されたサポート、あるいは生涯にわ
たるまたは一定の期間について個別に計画され
調整されたその他の援助形態の複合や連続のた
めに個人のニーズがもたらされるもの

定義



言となっている。「発達障害者」の定義は、医

学的診断をもとに日常生活又は社会生活に制限

を受けることから定義されている。アメリカの

発達障害者支援及び権利法と比べると、日本の

発達障害者支援法では発達障害者の権利性が乏

しく、支援の受け手として位置づけられている

と考えられる。

３）アメリカにおける発達障害者の移行支援

発達障害のある人の学校から職業生活への移

行は、アメリカにおいても容易ではないことと

捉えられている。自分に関心のあることを相手

の反応に気が付かずに話し続けてしまったり、

友人に思った通りをそのままに伝えて相手の気

分を害してしまったり、グループワークに加わ

らずに気ままに過ごし仲間外れになったり、自

分への親切な申し出に「あっちへ行け」といっ

てしまうような振る舞いは、社会性やコミュニ

ケーションの特質かもしれないが職場では受け

入れられず、問題視されてしまう１５）。

Schall らは、自閉症スペクトラム（ASD）の

人の社会性やコミュニケーションの特質を、ス

キルを身につけることで職場や大学という環境

が求める要求に応えられるように個別教育のプ

ランを立てることが必要だとしている。就学前

や初等教育では IEP チームは子どもがまだでき

ていないことをできるようになるようにプラン

を立てる。しかし移行期になったら、プランの

中での優先順位を大人として求められるスキル

にシフトしていくことが必要だという。それは

アカデミックな機能は不要であるということで

はなく、眠っているリテラシーを機能的なスキ

ルとすることである。こうしたことは ASD の

人が障害の本質と直面することでもある。IEP 

はもちろん個別のものであるが、移行期に極め

て 重 要 な ス キ ル と し て、自 己 決 定（Self-

determination）、自己管理（Self-management）、

自立、キャリア開発の４つがあげられている。

また、ASD の人の移行プログラムの模範例とし

て、「ストレングスを基盤としたアセスメント

と本人を中心としたプランニング」、「ASD の他

の人やその家族、サービス事業所の関係者と協

働すること」、「一般化された環境での、集中的

で、行動を基本とした教育戦略」を盛り込むこ

とが必要だとしている。

「ストレングスを基盤としたアセスメントと

本人を中心としたプランニング」では、できて

いないことから将来のプランへ、学問から実際
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○国、地方公共団体
・発達障害の早期発見のため必要な措置を講じる
・できるだけ早期の、状況に応じて適切な、就学

前の発達支援、学校における発達支援その他の
発達支援、就労・地域における生活等に関する
支援、家族に対する支援が行われるよう、必要
な措置を講じる

・発達障害者及び発達障害児の保護者の意思をで
きる限り尊重

・関係機関との必要な協力体制の整備
○発達障害者支援センター
・専門的な相談、助言
・専門的な発達支援、就労支援
・情報提供及び研修
・医療等の業務を行う関係機関、民間団体との連

絡調整
　（権利擁護）第１２条
・国及び地方公共団体は、発達障害者が、その発

達障害のために差別されること等権利利益を害
されることがないようにするため、権利擁護の
ために必要な支援を行うものとする。

○発達障害委員会（SCDD）連邦及び週に設置
・権利擁護
・能力の確立
・サービス等を組織的に変えていく活動
○発達障害者の教育・研究・サービスの卓越のた

めの大学センター（UCEDDs）
・学際的な就学前教育の提供
・訓練や技術支援を含めた地域サービスの提供
・調査研究の実施
・情報の普及活動
○保護及び権利擁護組織（Ｐ＆As）
　連邦及び週に設置
・IDEA における権利擁護
・ADA 法の実施
・障害者の権利擁護

機関



の生活上での機能的な技能に焦点を当てたカリ

キュラムへ、欠点から長所や雇用につながる技

能へ焦点をシフトさせる必要があるとされる。

「ASD の他の人やその家族、サービス事業所の

関係者と協働すること」では、成人向けのサー

ビス提供者にも IEP チームに加わってもらい、他

職種混合の学際的なチームとすることが有効で

あるとされる。

IDEA によると移行プランは結果追求型のプ

ロセスと説明されている。２００４年 IDEA では、

移行サービスは次のように説明されている。

・結果追求型のプロセスで、学校から高等教

育や職業教育、統合された雇用（支援を受

けながらの雇用を含む）を含めた卒業後の

活動への移動を促進し、障害のある子ども

の学問的到達と機能的到達が向上すること、

及び、成人教育や成人のサービス、自立生

活、地域への参加を続けること、に焦点を

当てる

・子どもの個別のニーズに基づき、子どもの

得意なところや好きなこと、関心を考慮に

入れる

・指導や関連サービス、地域での社会経験、

雇用上の発達、卒業後の成人のその他の生

活事項を含み、もし適切であれば、日常生

活技能の獲得や機能的職業評価を含む

これらの定義から考えられる ASD の子ども

が直面する課題を構造化し、自然な環境での集

中的教育戦略として整理されたものとして、次

のように示されている。

・技能を身につけるための非常に頻繁な学習

機会の必要性

・ある環境での技能をほかの環境に一般化す

ることの困難さ

・材料や道具が実際に使われるときとまった

く同じように正確に教えられるべきという

学習上の必要性

・一度技能を身につけた後、流暢さに到達す

るためのより多くの練習と時間の必要性

結局「一般化された環境での、集中的で、行

動を基本とした教育戦略」としては集中的なイ

ンターンシップ体験が有効と考えられている１６）。

Lee らは、高機能自閉症スペクトラムの学生

の職業生活への移行に必要なものを、文献研究

から７つに整理している。それは「個別化され

た、ストレングスを基盤とした移行サービス及

び支援」、「肯定的なキャリア開発と早期の職場

体験」、「意味のある協働と事業所間の関与」、

「家族の支援と期待」、「自己決定と自立の育成」、

「社会的及び雇用に関連した技能の指導」、「仕

事に関連した支援を築くこと」であった１７）。

これらからアメリカでの障害児の移行支援は、

IEP に盛り込まれ、子どもの教育権が終了する

前に必ず個別に立てられることとなっていると

考えられた。「移行支援をどうするか」は「そ

の子どもの IEP に何を盛り込むか」と置き換え

ることができる。IEP はその子どもの保護者、

特別教育の教員又は関連サービス提供者のうち

の 低１名と、普通教育の教員のうち 低１名

などの他、その子どもについての知識または専

門的経験を有する学校関係者以外の人や、適切

な場合には子ども自身が含まれる IEP チームの

ミーティングで作成される。IEP チームが移行

支援目標を決めた後は、学校は子どもが目標を

達成するために必要な移行支援サービスを提供

しなくてはならない。移行支援は必ず多種専門

職による学際的なチーム支援によって取り組ま

れ、保護者と本人の参加が本人の権利を擁護し、

計画の実施の責任は学校におくことが仕組みづ

けられていると考えられる。また、IEP を立て

る際に、「障害かどうか」ではなく、「求められ

る技能は何か」、「どのように習得するか」を考

える構造となっている点も日本とは異なる状況

と考えられる。

さらに IDEA の対象にならず、IEP が作成さ

れない子どもや普通教育の卒業証書を得ている

場合には、ADA 法のような公民権法による支

援や、リハビリテーション法による職業リハビ

リテーションサービス、労働投資法によるワン

ストップ・キャリアセンターなどの支援を活用
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することができる１８）。

アメリカでは公教育の中に移行支援が組み込

まれ、「障害のある子ども」とされれば、必ず IEP 

チームによる支援があり、支援の実施も誰が何

をするかが明確にされる。初等教育からの対応

と権利を示すことが早期発見につながっている

と考えられる。また IEP の作成は卒業直前だけ

ではなく、毎年プログラムが見直される。公教

育と地域のサービス事業者の IEP を通じた継続

的な協働が制度化されている。子どもにとって

は、どのようなスキルの習得を IEP に盛り込む

かを検討することが、自らの適性を理解するこ

とにつながる。

日本での個別の支援計画については、「障害

のある子どものための地域における相談支援体

制整備ガイドライン（試案）」（平成２０年３月）

において、「乳幼児期から学校卒業後までの長

期的な視点に立って、医療、保健、福祉、教育、

労働等の関係機関が連携して、障害のある子ど

も一人一人のニーズに対応した支援を効果的に

実施するための計画」を「個別の支援計画」、

この「個別の支援計画」を学校や教育委員会の

教育機関が中心となって策定する場合には「個

別の教育支援計画」と定義し、「現在、ほとん

どの特別支援学校（盲・聾・養護学校）で、「個

別の教育支援計画」を策定しており、特別支援

教育の推進により、幼稚園、小学校、中学校、

高等学校等においても策定が進んでいますが、

先述した「相談支援チーム」が、ライフステー

ジを通じた一貫した相談支援となるよう福祉、

保健、医療、労働等の関係機関と連携して「個

別の支援計画」を策定することが期待されます。」１９）

と示されている。個別の支援計画は特別支援学

校を中心として策定され、通常の学校では適性

を理解するための機会と支援、対応策がなかな

か進められていないことが推測される。

４．考　　　察

アメリカにおける発達障害者の移行支援の仕

組みを明らかにし、「学生が自らの適性を理解」

するためにどのような仕組みとなっているのか

検討することを目的として、１９６０年代以降の発

達障害者支援のための法制度の発展、発達障害

者支援及び権利法、発達障害者の移行支援を整

理した。アメリカにおいても日本においても、

発達障害者の移行支援が容易なこととは考えら

れていない。しかし２国間に次のような相違点

がある。

まず、障害のある人の権利への意識が異なる。

アメリカでは、大規模施設への批判と反省、公

民権運動を経て、障害のある人々の地域での生

活、教育、就労を進めることとなった。この歴

史は、これらへのサービスや支援・援助が、対

象者のための福祉ではなく、社会正義と社会変

革だとする視点を根付かせていると考えられる。

IDEA の支援を受けるには適格性があるかどう

かが問われるが、支援を受けることは権利と考

えられている。発達障害者支援及び権利法は権

利擁護を強調し、発達障害のある人と家族の政

策決定への参加を組み込んでいる。歴史と文化、

制度への組み込みが、人権への感受性を高めて

いると考えられる。１９９０年に成立した ADA 法

が、世界で初めて法律上の明文をもって合理的

配慮を行わないことが差別であることを明らか

にした法律であることはよく知られている。合

理的配慮の欠如が差別であるということは、差

別を是正するための行為を請求する個人の権利

が認められるということである。

これに対し日本では、「障害のある人を共同

生活の平等な一員であることを確保するための

自由権を中心とした権利規定をもつ法律は、日

本のどこを探しても存在しない」２０）とされ、「自

由権的基盤を有しない日本では、「保護」とい

う名のもとに、権利性がないというだけではな

く、自由権さえ侵しかねない形で福祉関連立法

が拡充されてきた」２１）と指摘されている。障害

のある人の権利への意識はアメリカのそれと異

なるものと考えられる。

「障害」の定義のされ方も異なる。アメリカ

ではある程度具体的な活動の制限から「障害」
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を定義し、支援の適格性の基準としている。機

能障害により活動の制限があるため支援を受け

る権利がある、との理論はわかりやすい。「障

害者」の定義を、診断名を上げ、そのために日

常生活又は社会生活に制限を受ける者とする日

本の定義の仕方では、診断は日常生活または社

会生活における制限の理由とされ、生活上の制

限を解消していく方法は曖昧になってしまう。

個人も社会の「障害」に向き合いにくい状況が

つくられていると考えられる。「発達障害（診

断書無・配慮有）学生」の用語は、配慮が必要

であると考えられれば、適格性についての共通

基準がなくても、支援やサービスが提供されて

いるということであろう。教育機関の中では、

必要な人に必要な支援を行うことができ障害に

向き合うことも迫られないが、現実社会ではそ

れが難しく「移行」の壁が高くなってしまうこ

とも考えられる。

５．結　　　論

発達障害者の移行支援について、アメリカに

おける発達障害者支援の法制度の発展、日本と

アメリカの発達障害者支援法の比較、アメリカ

における発達障害者の移行支援から、学生が自

らの適性を理解するための仕組みを考察した。

発達障害者の支援制度は、社会の中での知的

障害のある人の入所施設のあり様と深く関連し

ながら発展してきた。地域で公学校に通いなが

ら障害のある子どもが育つことに支援（IDEA）

があり、その成長と卒業後の移行について個別

に計画（IEP）が立てられ、地域社会の中に卒

業後の出口があることが脱施設化の基本となっ

たと考えられた。

発達障害者支援及び権利法では、権利擁護を

重要視し、発達障害のある個人と家族が必要な

サービスを利用し政策決定に参加する仕組みと

なっている。「発達障害者」は、機能障害とと

もに結果として起きている実質的な機能の制限

とニーズから定義されている。一方、日本の発

達障害者支援法は、生活全般にわたる支援から

福祉の増進に寄与することが目的とされ、発達

障害のある個人や家族の政策決定への参画につ

いては含まれていない。また「発達障害者」の

定義は、医学的診断をもとに日常生活又は社会

生活に制限を受けることから定義されている。

アメリカの発達障害者支援及び権利法と比べる

と、日本の発達障害者支援法では発達障害者の

権利性が乏しく、支援の受け手として位置づけ

られていると考えられた。

アメリカでは公教育の中に移行支援が組み込

まれ、「障害のある子ども」とされれば、必ず IEP 

チームによる支援があり、支援の実施も誰が何

をするかが明確にされる。初等教育からの対応

と権利を示すことが早期発見につながっている

と考えられる。子どもにとっては、どのような

スキルの習得を IEP に盛り込むかを検討するこ

とが、自らの適性を理解することにつながる。

これに対し日本では、特別支援学校の生徒には

個別支援計画が立てられるが、通常学校では制

度となってはいない。適性を理解するための機

会と支援、対応策が制度として整っていないこ

とが考えられた。

アメリカでは、権利擁護と IEP のような具体

的な移行支援の方策を制度づけることによって、

具体的な対処の方法とともに障害や適性と向き

合いやすいようになっている。しかし裏を返せ

ば、権利擁護の仕組みがしっかりとなければ権

利侵害の起きるリスクが高いとも考えられる。

IEP の移行支援に入れられるべき項目について

の研究がされているのは、どのような項目があ

ればよいのかまだ具体的には分かっていないと

も捉えることができる。

日本において、支援を受ける適格性の有無が

あいまいであっても、必要があれば配慮ができ

るのは、配慮を必要する人にとってサービスが

受けやすいことだとも考えられる。しかし、な

ぜあいまいなままにされるのか検討される必要

があるだろう。そこには、支援を活用すること

への権利性の弱さや、具体的な支援制度の確実

さへの不安などがあるのかもしない。支援者の
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裁量を残しつつ、権利性と早期からの具体的な

支援制度を整備することが、移行支援と適性を

理解することへの支援につながると考えられた。
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　固有名詞にはそれぞれ以下の訳語を使用した．

大統領パネル　a presidential panel on mental re-

tardation

精神遅滞者施設及び地域精神衛生センター建設法　

the Mental Retardation Facilities and Commu-

nity Mental Health Centers Construction Act: 

PL８８�１６４

発達障害者サービス及び施設建設法　the Developmen-

tal Disabilities Services and Facilities Construc-

tion Amendments

経済機会均等法　the Economic Opportunity Act

発達障害者支援及び権利法　the Developmentally Dis-

abled Assistance and Bill of Right Act, PL.９４�１０３

全障害児教育法　the Education for All Handicapped 

Children Act, PL.９４�１４２
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個別障害者教育法　the Individuals with Disabilities 

Education Act: IDEA

個別教育プログラム　Individual Education Program

連邦発達障害委員会　the State Councils on Devel-

opmental Disabilities: SCDD

発達障害者の教育・研究・サービスの卓越のための

大学センター　 University Centers for Excel- 

lence in Developmental Disabilities Education, 

Research, and Service: UCEDDs

保護及び権利擁護組織　Protection & Advocacy Sys- 

tems:Ｐ＆As

保健福祉省　U.S. Department of Health and Hu-

man Services

地域生活部　Administration for Community Living

大学加盟機関　the University Affiliated Facilities

（UAFs）
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